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はじめに                                                   

 

 

 我が国における急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次世代育成

支援対策を迅速かつ重点的に推進することを目的として、平成 15 年７月から 10 年間の時限立法と

して次世代育成支援対策推進法が制定されました。その後、平成 27 年４月に、法の有効期限が令和

７年３月 31 日まで延長され、さらに令和７年４月には、令和 17 年３月 31 日まで 10 年間延長され

ることとなりました。 

 また、平成 27 年９月には、女性の職業生活における活躍を推進し、急速な少子高齢化の進展、国

民の需要の多様化等に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的に、10 年間の時限立法

として女性活躍推進法が制定されました。同法においても、令和７年６月に、更なる取組の強化、継

続が求められ、法の有効期限が令和 18年３月 31日まで 10年間延長されました。 

 

 沖縄県教育委員会においては、平成 17 年度から、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業

主行動計画」の策定により、子育て支援のための職場環境づくり等に取り組んできました。平成 27

年度からは、女性活躍推進法の制定に伴う、女性の活躍推進を目的とする目標及び取組を、それまで

取り組んできた子育て支援を目的とする行動計画に加えることで計画を一体化し、それぞれの目標・

取組を効果的に達成するための職場づくり等に継続的に取り組んできたところです。 

 

 これまでの取組により、年休の取得状況や、時間外勤務の縮減等、一定の成果が得られた目標もあ

りますが、目標値には到達していない項目もあり、今後も引き続き環境づくり等に取り組んでいく必

要があります。 

 加えて、社会環境や学校教育等を取り巻く課題が複雑化・多様化しているほか、職員それぞれのラ

イフステージにおいて直面する課題や求める環境も、子育てや介護に限らず、健康状態やライフスタ

イルの価値観など様々に変化しております。そのような中、全ての職員がやりがいを持って活躍し続

けられる職場環境の整備は、職員個人への支援となるだけでなく、教育行政の質の向上にも結びつく

ものであり、極めて重要です。 

この度、令和７年度末をもって第４期計画期間が終了することから、今般の法改正も踏まえ、新た

に「沖縄県教育委員会特定事業主行動計画（第５期）」を策定します。 

 県教育委員会は、新たな行動計画に基づき、職員が安心して仕事と子育て・介護等を両立し、性差

等に関わらず全ての職員が、それぞれの能力を十分に発揮できる働きやすい職場環境づくりに取り

組みます。 

 

 

 

 

令和８年３月 

 

沖縄県教育委員会   
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Ⅰ 計画の概要                               

   

１ 計画の位置づけ 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針を踏まえ、職員が仕事と子育ての両立を

図ることが出来るよう、職員のニーズに即した次世代育成支援策を着実に推進するとともに、女性

活躍推進法に基づく行動計画策定指針を踏まえ、女性の登用・職域拡大やワークライフバランスの

推進など、女性の活躍推推に向けて取り組むため、特定事業主行動計画を策定します。 

 

 

２ 計画の策定主体 

この行動計画は、沖縄県教育委員会が策定するものです。 

 

 

３ 計画期間 

令和８（2026）年４月１日から令和 13（2031）年３月 31日までの５年間とします。 

 

 

４ 計画の対象 

本行動計画は、沖縄県教育委員会事務局職員及び県立学校に勤務する職員を対象とします。 

ただし、女性活躍推進法に基づく行動計画として定める女性職員の活躍の推進に向けた数値目

標及びその達成のための取組については、市町村立学校に勤務する県費負担教職員（市町村立学校

給与負担法第１条に規定する職員をいう。）を対象に含みます。 

取組の中で県費負担教職員の服務に関わる事項については、市町村教育委員会と連携し状況把

握に努め、市町村教育委員会に対する働きかけや必要なフォローアップを行っていきます。 

 

５ 計画の推進体制 

行動計画の策定やこれに基づく措置の実施のための体制として設置されている「沖縄県教育委

員会特定事業主行動計画策定・推進委員会」において、この行動計画に定める支援策を推進し、行

動計画の見直しや検証等を行います。 

   

 

６ 実施状況の点検と公表 

行動計画を効果的に実施し、継続的に取組を推進するため、取組の効果や達成状況を把握できる

よう目標を設定し、各年度の実施状況等を確認のうえ、必要に応じて計画や取組の見直しを行いま

す。（ＰＤＣＡサイクルの実施（Plan 計画、Do 実行、Check 評価・検証、Action 改善）） 

    また、毎年１回、前年度の取組状況や目標に対する実績等について公表します。 
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Ⅱ これまでの取組と検証                     

 

１ 目標の達成状況 

前計画においては５つの目標を設定しました。達成状況は以下のとおりです。 

目  標 Ｒ７目標値 Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績 

【目標１】 

男性職員の出産補助休暇、育児

参加休暇の取得率 

      

(１)出産補助休暇の取得率 １００％ 66.6％ 59.9％ 69.1％ 63.0％ ― 

(２)育児参加休暇の取得率 １００％ 46.9％ 48.4％ 60.5％ 44.6％ ― 

【目標２】※１ 

男性職員の育児休業の取得率 
５０％ 20.6％ 27.1％ 32.6％ 40.7％ ― 

【目標３】 

時間外勤務の縮減 
      

(１)事務局 
１割削減 

(基準値 172.1h) 

△6.3％ 

(△10.8h) 

△2.5％ 

(△4.3h) 

△11.6％ 

(△20h) 

△19.0％ 

(△32.7h) 
― 

(２)県立学校 

時間外在校時間が月

80 時間を超える教職

員をゼロとする 

2.0％ 2.6％ 2.6％ 2.1％ ― 

(３)市町村立学校 

時間外在校時間が月

80 時間を超える教職

員をゼロとする 

2.9％ 2.7％ 1.9％ 1.8％ ― 

【目標４】 

年次休暇の取得日数 
      

(１)事務局 15 日以上 14.6 日 14.7 日 16.7 日 17.2 日 ― 

(２)県立学校 15 日以上 15.3 日 16.1 日 17.2 日 17.4 日 ― 

【目標５】※２ 

管理職に占める女性職員の割合 
26.0％以上 19.0％ 19.7％ 20.2％ 21.9％ 22.1％ 

   （ 校 長 ） 26.0％以上 20.4％ 21.9％ 20.0％ 20.7％ 19.7％ 

   （ 副校長・教頭 ） 26.0％以上 17.9％ 18.3％ 20.8％ 23.5％ 24.8％ 

※１ 令和 6 年 3 月に目標値を変更。（旧：30％ → 新：50％） 

※２ 令和 6 年 3 月に目標値を変更。（目標値に副校長・教頭を追加） 
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２ 取組内容と評価 

前計画においては、子育て支援に関する制度・環境の整備や「両立支援ハンドブック」を活用し

た支援内容の周知等による男性職員の育児参加の促進、「沖縄県公立学校における働き方改革推進

計画」に基づく取組の推進等、職業生活と家庭生活との両立支援に取り組みました。 

また、女性職員の職域拡大やキャリア形成に関する支援、管理職への女性職員登用、学校におけ

る女性職員への管理職候補者選考試験の受験推奨などにより、女性職員の活躍推進に取り組みま

した。 

  これらの取組により、目標によっては改善傾向にあるなど、一定の成果が出ており、そのうち「年

次休暇の取得日数」、事務局の「時間外勤務の縮減」は目標を達成しております。一方で、「男性

職員の子育て参加のための特別休暇取得率」など目標未達成の項目や、達成率において横ばい状況

の項目もあることから、制度の周知方法や職場環境の整備等、引き続き取組を適宜見直し、改善を

図りながら、計画を推進する必要があります。 

 

３ 職員アンケート結果 

  本計画を策定するにあたり、令和７年 12 月下旬から令和８年 1 月上旬にかけて、事務局職

員、県立学校職員を対象としたアンケート調査を実施しました。 

  アンケートのうち、子育てに関する休暇等の支援制度については、子育てを支援する制度

を利用しなかった理由として「業務が多忙であり、職場に迷惑をかける」という回答が最も

多く、「年休取得で対応した」、「取得できることを知らなかった」などの回答がみられま

した。制度利用の促進については、制度の周知に加え、職場環境の醸成、業務体制の見直し

等を必要とする回答が多くありました。 

  また、年次休暇については、10 日以上休暇を取得していない人を対象に、取得推進するた

めに必要な取組について回答を求めたところ、「事務の簡素化・合理化の推進」、「業務遂

行体制の工夫・見直し」、「取得しやすい職場の雰囲気づくり」といった回答が寄せられま

した。 

  教育委員会における負担が大きいと感じる業務には、県立学校では、「学校の運営に関す

る業務（各種会議等）」、「生徒指導に関わる業務」、「学習指導業務」、「課外活動に関わ

る業務（部活動等）」があげられ、事務局では、「照会・調査もの」、「予算関係業務」、

「議会関係業務」、「会計関係業務」があげられています。これらの負担をふまえ、時間外

勤務等の縮減に効果的と考えられることとしましては、共通して「人員を増やす」が最も多

い回答ではありますが、そのほか、「業務の削減や優先順位付け」、「調査・照会ものの統

合・簡素化」、「ＩＣＴの活用」、「会議の時間短縮・効率化」など、業務削減や業務改善が

時間外勤務の縮減に繋がるという回答が多くみられました。 

  キャリア形成においては、女性職員の昇任意向が男性職員と比較し、低い傾向にあります。

女性のキャリア形成支援策としては、「業務量の整理・軽減」、「昇任に必要な業務経験・

成長機会の提供」、「今後のキャリア形成に関する上司の面談・助言」が求められており、

業務改善等、働き方改革の推進や、女性職員に対する職域拡大等によるキャリア形成支援が

必要な結果となりました。 

 

４ 取り組むべき課題 

 これまでの取組により、子育てに関する支援制度の利用促進や女性活躍の推進、時間外勤務の縮

減等において、目標値の達成に向けて改善傾向にあるなど、少しずつ取組の成果が表れてきていま
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す。一方で、子育て・介護に関する休みの取りづらさや、職員の負担感、学校現場における様々な

課題等、アンケート結果からうかがい知ることができます。 

 充実した行政サービス、公立学校における質の高い教育を提供していくためにも、職員が働きが

いを持って仕事に取り組み、様々なライフステージにおいて安心して各種制度を活用し、家庭生活

と仕事の両立が可能となる勤務環境は重要な課題です。 

引き続き、支援制度の周知、働き方改革など勤務環境の整備を進めるとともに、キャリア形成支

援や職員それぞれの意識改革など、性別・年齢等に関わらず職員それぞれが活躍できるよう、一体

的に取組を推進していく必要性を踏まえ、本計画においては、以下の課題解消に向けた取組を進め

ます。 

 

 (1)  時間外勤務等の縮減、業務の役割分担・適正化、多様な働き方の整備など、職場環境の改善 

    前計画において、事務局における時間外勤務等の縮減は目標値を達成しましたが、県立学校

においては未達成となっており、健康リスクが非常に高いといわれている月 80 時間を超える

時間外在校等時間が発生している状況があるため、引き続き業務や執行体制の見直し等、職場

環境の整備等が必要です。  

 

 (2) 男性職員の育児等への参加に向けた職場環境の改善、制度の周知等  

前計画では、男性職員の出産補助休暇、育児参加休暇、育児休業の取得率は、目標値未達成

となっており、引き続き全体的な職場環境の改善、更なる周知等の取組が必要です。 

 

 (3) 女性職員が能力を発揮できる労働環境整備の推進  

   女性を含め、様々なライフステージにある職員が、自信・やりがいをもって活躍できる職場

づくり、キャリア形成支援等の環境整備が必要です。 

 

   

Ⅲ 本計画の目標と今後の取組                 

   

１ 本計画における目標設定 

 

(1) 計画の方向性 

  本計画は、子育て・介護といった家庭の状況や男女の別などを問わず、全ての職員が仕事

と家庭の両立を図りながら、それぞれにとって働きやすい職場環境となるよう以下の３つを

計画の柱とし、各種取組について推進します。 

 

 

    ① 全ての職員が働きやすい環境づくり 

    ② 子育て・介護等を安心してできる環境づくり 

    ③ 女性職員の活躍を支援する環境づくり 

 

 

また、本計画では、目標達成のための具体的な取組に「沖縄県公立学校における働き方改革推進

計画」の内容を反映させ、学校における取組を強化します。    
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(2) 目標 

本行動計画においては、次に掲げる目標の達成を目指します。 

 

 

目標１ 時間外勤務等の縮減 

（事務局）  

令和 12年度   各所属における月 45時間を超える時間外勤務を行う職員の割合が 

5.1％以下になることを目指します。      （令和６年度：5.7％） 

            ※事務局とは、教育庁の本庁、出先機関、学校以外の教育機関をいう。 

 

（県立学校） 

令和 12年度  県立学校における時間外在校等時間が月 80時間を超える教職員の割合

がゼロとなることを目指します。        （令和６年度：2.1％）                               

※「沖縄県公立学校における働き方改革推進計画」より 

 

 

 

目標２ 年次有給休暇取得日数 10日未満の職員の割合 

     令和 12年度  10％以下を目指します。            （令和６年度：12.8％） 

 

 

 

目標３ 男性職員の出産補助休暇、育児参加休暇の取得率 

(1) 出産補助休暇の取得率 

令和 12年度 100％ を目指します。              （令和６年度：63.0％） 

 

(2) 育児参加休暇の取得率 

令和 12年度 100％ を目指します。              （令和６年度：44.6％） 

 

 

 

目標４ 男性職員の育児休業の取得率 

令和 12年度  ２週間以上の取得率 85％ を目指します。      （令和６年度：40.7％） 

 

 

 

目標５ 管理職に占める女性職員の割合 

        令和 12年度  26.0％以上を目指します。              （令和７年度 22.1％） 

       ※ 校 長     26.0％ （令和７年度：19.7％） 

※ 副校長・教頭  26.0％ （令和７年度：24.8％） 

      

 



- 7 - 

 

２ 本計画における具体的な取組 

 

(1) 全ての職員が働きやすい環境づくり 

 

ア 年次休暇の取得促進 

・ 各所属の会議等において、定期的に休暇の取得を促す等、職場の意識改革を行いま

す。 

・ 管理職は、職員の年次休暇の取得状況を把握するとともに、計画的に年次休暇を取得す

るよう促します。 

・ 職員は周囲の職員と相互に休暇取得できるよう協力体制を築き、月一回は年次休暇を

取得するなど、計画的な休暇取得を心がけます。 

 

イ 連続休暇等の取得促進 

・ 大型連休、年末年始の休日、夏季休暇、土曜日・日曜日や国民の祝日と組み合わせた連

続休暇の取得を促します。 

・ 事務局においては、５月から 11月の期間に夏季休暇と連続して年次休暇を併せて活用

することにより、長期休暇の取得促進を図ります。 

・ 学校においては、児童生徒が夏季休業中の８月第２週をリフレッシュウィークと位置

づけ、その期間は、研修会や部活動の大会を実施しないようにするとともに、リフレッ

シュウィーク期間中の水・木・金曜日を学校閉庁日とし、教職員が連続休暇を取得しや

すい環境を整えます。 

 

ウ 勤務時間の適正管理等 

・ 管理職は、「勤務時間、休日及び休暇等に関する規則」及び「沖縄県立学校の教育職員

の業務量の適切な管理等に関する規則」で時間外勤務及び時間外在校等時間の上限が

定められている趣旨を理解し、職員の勤務時間を適正に把握する等、日頃から所属の      

実情に応じた業務マネジメントに取り組みます。     

・ 事務局においては、管理職による労務管理を徹底します。時間外勤務命令につ           

いては、事前命令を徹底し、必要性、理由等を確認の上、命令を行います。勤務管理シ

ステムにより職員の勤務状況を常に把握し、時間外勤務が多い職員の状況を確認する

とともに、各職員の業務の多寡、隔たり等がある場合は、業務の割り振りの変更、調整

等を行います。   

・ 県立学校においては、教職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限が

定められた趣旨を踏まえ、勤務管理システムにより職員一人一人の勤務実態を適正に

把握し、業務の改善や勤務環境の整備を進めます。 

・ 時間外勤務が多い職員の健康管理に十分留意する。 

・ 職員（教育職員を除く）は、やむを得ない場合を除き、事前申請を徹底するとともに、

時間外勤務を縮減するよう心がける。 

 

エ 時間外勤務の縮減 

・ 時間外勤務を縮減する事は、子育て支援の観点だけでなく、仕事と生活の調和を図る上

でも大変重要であることから、全職員で取り組みます。 

・ 管理職は、不要不急の業務については、翌日以降の勤務時間内へ回すなど時間外勤務や

在庁・在校時間の縮減を図ります。 
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・ 毎週水曜日等の定時退勤日において、職員が仕事と生活の調和を図れるよう定時退勤

を促します。 

 

オ 業務削減及びＤＸ等による業務の効率化に関する取組 

・ デジタルツール（ＡＩ、ＯＣＲ、ＲＰＡ等）の積極的な活用、Ｗｅｂ会議やペーパレス

化の推進などにより、職場内の業務効率化に取り組みます。   

・ 管理職は、業務の効率的な執行のため、個々の事務事業について、その重要性や必

要性を洗い出し、行政改革の観点から事務事業の見直しを具体的に進めることに

より、事務量の削減を図ります。 

・ 管理職は、特定の職員の業務が過重になっていると思われる場合には、他の職員へ

の業務を配分する等により業務量の平準化を図ります。併せて、勤務時間外の会

議、打合せは、緊急の場合を除き行わないよう努め、職員に対しても周知します。 

・ 職員は、担当する業務の執行方法等の改善を絶えず意識するとともに、業務手順の

マニュアル化や業務の中でよく発生する疑問、問題等について質疑集を作成する

など、業務の効率化のための創意工夫を行います。 

 

カ 学校における教職員の働き方改革 

・ 学校においては、「沖縄県公立学校における働き方改革推進計画」の取組方針に従い、

教職員の勤務環境を整備します。 

・ 会議の開催方法や開催回数の縮減等これまでの業務の見直しや教育 DXの推進による業

務の効率化及び学校行事の精選・重点化による長時間勤務の縮減等に取り組みます。 

・ 部活動休養日及び適切な活動時間を設定し、合理的でかつ効率的・効果的な部活動を推

進するとともに、部活動指導員を配置し教職員の負担軽減に努めます。 

・ 教材の印刷や準備などの教員の業務を補助する教員業務支援員を配置することで、負

担軽減に取り組みます。 

・ 教職員の早出遅出勤務等、その他の柔軟な働き方の推進に取り組みます。 

 

キ 多様で柔軟な働き方の推進 

 ・ 仕事と生活の調和を実現できるよう、在宅勤務等の多様で柔軟な働き方の整備・促進に

取り組みます。 

 

ク 価値観や意識の改革 

・ 働き方に対する価値観や意識を改革するために、管理職の人事評価において、職員の仕

事と家庭生活の両立に資するような効率的な業務運営や良好な環境づくりに向けてと

られた行動が適切に評価されるよう取り組みます。 

 

ケ ハラスメントの防止 

・ セクシュアルハラスメント防止規程及びパワー・ハラスメント防止規程の周知に努め

るとともに、各所属研修等により、職員の意識の啓発、知識の向上を図り、ハラスメン

トの未然防止に努めます。 

・ 管理職は、職員が行ったハラスメントに関する苦情等への対応に起因した不利益が発

生しないよう留意します。 

・ ハラスメントの行為、又はハラスメントに起因する問題に対して、必要な措置を迅速か

つ適切に講じます。 
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・ 総務課（事務局）及び学校人事課（学校）に設置しているハラスメントの相談窓口（担

当職員）について周知し、活用を促すとともに、苦情相談があった場合、迅速かつ適切

な解決を図ります。また、セクシュアルハラスメントの苦情相談の場合は、相談を行う

職員の希望する性の職員が同席できるよう適切に対応します。 

・ 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要や言動、合理性を欠く不当・過剰な要求

が職員に対して繰り返される場合など、対応を打ち切ることが困難なケースや、勤

務環境を害する状況においては、複数人で対応するほか、必要に応じて専門家の知

見を活用するなど、迅速かつ適切に職員の救済を図ります。 

 

 

（2） 子育て・介護等を安心してできる環境づくり 

  

ア 出産や子育て、介護等に関する制度周知 

・ 各種制度等に関する「両立支援ハンドブック」及び本行動計画等を周知します。 

・ 管理職は、子育て・介護・不妊治療に関する各種制度を理解し、職員への制度の周知、

職員が制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

・ 職員は制度を理解し、固定的な性別役割意識や職場優先の意識を見直し、各種支援制度

を必要とする職員が制度を利用しやすくなるよう職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

イ こどもが産まれる予定の職員（※）への支援等  

・ こどもが産まれる予定の職員から報告を受けた際は、両立支援制度に関する情報提

供、沖縄県教育委員会ホームページに掲載している「両立支援ハンドブック」について

周知し、制度の活用を促します。 

・ 管理職は、業務上の配慮を行うと同時に、周囲の職員に対しても、妊娠中の職員や配偶

者が妊娠中の男性職員への配慮を指示します。 

・ 周りの職員は、こどもが産まれる予定の職員に対する配慮を実践します。 

・ こどもが産まれる予定の職員は、職場において管理者や周囲の職員による配慮が可能と

なるよう、子の出生予定日を出来るだけ速やかに管理者に報告します。 

 

※ 「こどもが産まれる予定の職員」には、養子縁組により親になる職員を含む。 

 

ウ 妊娠中及び出産後における配慮 

・ 母性保護及び母性の健康管理の観点から設けられている妊産婦保健指導・健康診査休

暇、妊娠生涯休暇、妊婦通勤緩和休暇や産前・産後の就業制限等について、周知を図り、

制限や配慮義務に関する規定を順守します。 

・ 妊娠中の職員から深夜勤務や時間外勤務の免除について請求があった場合は、免除しま

す。また、請求がない場合でも、妊娠中の職員に対して深夜勤務や時間外勤務を命じな

いよう配慮します。 

 

エ 男性職員の育児のための休暇等取得促進 

・ 出産後の配偶者を支援するとともに子育てへの主体的関わりを促進するため、男性職員

に対し、出産補助休暇や育児参加休暇、育児休業、育児短時間勤務、部分休業等の制度

を周知し、取得を促進します。 

・ 育児休業を取得する職員の担当業務を見直すなど、応援体制の構築に努めます。 
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・ 配偶者が出産予定の職員は、前もって管理職と休暇取得について相談を行い、計画的に

出産補助休暇や育児参加休暇等を取得します。 

 

オ 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

・ 育児休業及び部分休業等制度の周知を図ります。 

・ 男性職員が安心して育児休業できるよう、必要に応じて業務分担の見直し、職場の応援

体制を構築します。 

・ 研修や会議の機会を捉え、妊娠、出産、育児に関するハラスメントの防止について意識

啓発を図ります。 

・ 育児休業等に伴う臨時的任用職員や任期付職員等の活用による適切な代替職員の確保

を図ります。 

・ 男性職員の育児体験談の紹介や、意見交換会の実施等により、育児休業に関する不安や

疑問等について解消を図ります。 

・ 育児休業を希望する男性職員は、早急に管理職に申し出るとともに、業務に支障を来さ

ないよう、業務マニュアル等により引継ぎなどを適切に行います。 

 

カ 育児休業、介護休暇を取得した職員の円滑な職場復帰のサポート 

・ 育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰を図るため、職員の希望に合わせて、支援

担当者からの定期的なメールなどにより、県政全般や当該職員の所属に係る情報を随

時提供し、職場からの疎外感を感じないよう、積極的な意思疎通を心がけます。 

・ 職場復帰後における業務分担の見直しや支援制度の活用に関する周知を適宜実施する

など、働きやすい環境整備に努めます。 

・ 育児休業等から復帰する職員に対し、必要に応じ、各種業務システムの改修内容                  

や担当業務に係る法改正等の情報について職場研修等を行います。 

・ 育児休業又は介護休暇中の職員は、復職に向けて、適宜、職場との連絡や、教育委員会

ホームページの閲覧など、情報の収集に努めます。  

・ 育児休業から復職した職員が、こどもの急な発熱などで対応が必要な場合を考慮し、協

力体制を整えます。 

 

キ 仕事と子育て、介護等を両立させるための取組 

・ 子育て・介護を行う職員が、勤務を欠くことなく仕事と子育て等の両立が図れる

よう、早出遅出勤務、育児のための部分休業、育児休暇、子育て支援・家族看護

休暇、介護休暇、介護のための短期の休暇など、両立支援のための制度の周知

し、活用を促します。 

・ 職員の状況及び意向の把握に努め、可能な範囲で状況に応じた人事配置を行いま

す。 

・ 育児休業等を取得する職員にとって、休業等による経験不足が任用の妨げとなら

ないよう、幅広い職務機会を付与する等、キャリア形成の支援を行います。 

・ 小学校就学前の子を持つ職員が育児のため、又は要介護者の介護を行う職員が介

護のための時間外勤務の免除について請求があった場合は、業務上著しく困難で

ある場合を除き、時間外勤務を命じないこととします。 

・ 対象となる職員は、管理職に対し必要に応じて育児等の状況や両立支援制度の利

用希望について相談し、制度を活用します。 
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(3) 女性職員の活躍を支援する環境づくり 

 

ア 女性職員がより一層活躍するための取組 

・ 女性職員が活躍できる場をさらに広げるとともに、管理職として必要な経験や能力を

備えるためのキャリア形成を支援します。 

・ 教職生活の折々で、自らの職業生活における将来の目標やゴールを定め、それを実現す

るために計画をたてる情報を提供します。 

・ 女性職員の公務内における活躍を推進し、政策・方針決定過程への参画を推進するた

め、これまで男性職員が多数を占めていた職にも女性職員を積極的に任用し、職域の拡

大に引き続き取り組みます。 

・ 女性職員のキャリア形成や仕事の不安・悩み等を軽減することが出来る環境を整備す

るため、助言や指導ができる職員をメンターとして配置し、先輩職員等に気軽に相談で

きる体制を整えます。 

 

イ 管理職に占める女性職員の登用 

・ 女性職員の管理職への登用にあたっては、一定の達成目標を掲げ、女性職員のキャリア

形成支援に積極的に取り組み、登用拡大を図ります。 

・ 研修等を通じて、女性職員の活躍推進やワークライフバランスの推進に向けた意識啓

発等に取り組みます。 

 

 

(4) その他の環境づくり 

 

   ア 地域の子育て支援等に貢献するために 

・ こどもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場体験等を実施します。 

・ 子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている職員や、地域の子育て活動に意欲のあ

る職員は、機会を捉えてこどもの成長を支える 地域貢献活動に積極的に参加しま

す。 

 



Ⅰ．目的

　「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

Ⅱ．実施概要

対 象 者 ： 教育委員会事務局、県立学校の教育職・一般職（会計年度任用職員を除く）

回 答 者 数 ： 1,852人（職員数：6,359人、回収率：29.1％）

（学校：1,566人／5,730人（回収率27.3％）、事務局：286人／629人（回収率45.5％））

実 施 期 間 ： 令和７年12月24日(水)～令和8年1月14日(水)

実 施 方 法 ： 電子申請システムによる選択式、一部記述式

Ⅲ．目次

 Ｐ13

 Ｐ14

 Ｐ15

 Ｐ16

 Ｐ17

 Ｐ18

 Ｐ19

 Ｐ20

 Ｐ21

 Ｐ22

５．ハラスメントについて

　(1) 過去１年間のうちに受けたと感じたハラスメントについて ・・・・・・・・・・・・

　(2) 過去１年間のうちに他職員に対してハラスメントに当たり得る言動等が行われたことを

「ワークライフバランス・働き方改革に関するアンケート」調査結果

（特定事業主行動計画関係）【暫定版】

に基づく特定事業主行動計画の改定にあたり、職員の子育てと仕事に関する状況や職員の

職場環境等を把握し、次世代育成のための支援策及び職業生活における活躍の推進支援策

を検討するため、アンケートを実施。

１．回答者の属性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．働き方改革に向けた取組について

        らなかった） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．業務負担について

　(1) 長時間勤務の要因となっている業務について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

　(2) 時間外勤務を減らすために特に効果的と思われる事・・・・・・・・・・・・ ・・・ 

４．キャリア形成について

         見聞きしたこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　(1) 昇任の意向について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　(2) 昇任したくない理由について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

　(1) 子育てに関する休暇・休業等（育児休業以外）を知っているが、取得しなかった理由

　(2) 出産補助休暇、育児参加休暇の取得を促進するために取り組むことが必要だと思われ

　(3) 介護に関する休暇等を知っているが、取得しなかった理由（又は取得できることを知

          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　 ること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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１．回答者の属性

(1)性別

男性 女性 その他

性　別 50.9% 47.0% 2.1%

(2)勤務先

本庁 出先・教育機関 県立学校

勤務先 8.8% 6.6% 84.6%

(3)年代

10代・20代 30代 40代 50歳以上

年代 6.3% 15.4% 36.0% 42.3%

(4)役職

管理職 非管理職

役職 2.2% 97.8%

(5)職種

事務職(専門員等含む) 教育職(指導主事等含む) 現業職

職種 18.7% 77.8% 3.6%

(6)子の有無

いる いない

子の有無 68% 32%

(7)職員区分

一般職員 再任用職員 任期付職員 臨時的任用

職員区分 90.2% 0.9% 0.1% 8.9%

「ワークライフバランス・働き方改革に関するアンケート」調査結果

（特定事業主行動計画関係）【暫定版】
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２．働き方改革に関する取組について

（1）

《　その他（自由意見）　》

・補充要員がいるか不安だったため

・職種的に代わりを頼めなかった

・業務量が減るとは限らず、業務をこなすのに苦労する例をよく見ていたため。

・保育園送迎に合わせて早出遅出勤務を検討したが、放課後の授業補習や部活対応がある

　ため難しいと考えた。

 【こどもがいる職員】子育てに関する休暇・休業等（育児休業以外）を知っているが、取

得しなかった理由（取得できることを知らなかったを含む）

※複数回答可

　最も回答が多い順から３件を挙げると、「業務が多忙であり、職場に迷惑をかける」

30.6％、「年次休暇で対応した」26.4％、「取得できることを知らなかった」9.7％となっ

た。（回答者数　1,260人）

91

92

25

32

44

18

1

25

549

460

178

167

152

129

6

123

30.6%

26.4%

9.7%

9.5%

9.4%

7.0%

0.3%

7.1%

業務が多忙であり、職場に迷惑をかける

年次休暇で対応した

取得できることを知らなかった

収入が減ってしまうため

取得する必要がなかった

職場の理解が得にくかった

（取得しにくい雰囲気があった）

育児は主に母親がすべきだと思った

その他

■回答者数（ｎ=1,260）

事務局

県立学校
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（2）

《　その他（自由意見）　》

・教職員の人員を大規模増員、管理職の理解・資質能力の向上、外部業者雇用(清掃員・

　情報技術者・介助員等）。

・周りの仕事を補えるだけの余裕のある業務遂行体制にするように、仕事を減らす。

・家事育児は妻の補助ではなく主体的に参加するものであること等、男性自身の意識を

　改革することが重要。

・どの業務を担っていても取得を検討できる雰囲気作り、管理者の制度理解とそれを

　周知する力の促進。

出産補助休暇、育児参加休暇の取得を促進するために取り組むことが必要だと思われるこ

と　※複数回答可

　最も回答が多い順から３件を挙げると、「取得しやすい雰囲気づくり(上司や同僚の理

解)」24.8％、「業務執行体制の工夫・見直し」20.2％、「男性のの育児目的の休暇等の取

得促進」18.9％となった。（回答者数　1,852人）

195

154

114

93

95

36

924

759

738

608

596

202

24.8%

20.2%

18.9%

15.5%

15.3%

5.3%

取得しやすい雰囲気づくり

（上司や同僚の理解）

業務遂行体制の工夫・見直し

男性の育児目的の休暇等の取得促進

育児休暇制度の周知

職員の意識改革

（育児休業等体験談の広報等）

その他

■回答者数（ｎ=1,852）

事務局

県立学校
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（3）

《　その他（自由意見）　》

・同居家族と相談し、互いに協力しながらカバーしている。

・取得するための手続きが複雑で断念した。

・補充要員がつかないと業務が滞るだけで、休暇をとったために余計に自分の首を

　絞めることになる。

介護に関する休暇等を知っているが、取得しなかった理由（取得できなかったことを含

む）　※複数回答可

　最も回答が多い順から３件を挙げると、「年次休暇で対応した」34.9％、「業務が多忙で

あり、職場に迷惑をかける」26.7％、「取得する必要がなかった」11.3％となった。（回答

者数　341人）

15

10

8

2

1

1

7

164

127

50

39

26

24

39

34.9%

26.7%

11.3%

8.0%

5.3%

4.9%

9.0%

年次休暇で対応した

業務が多忙であり、職場に迷惑をかける

取得する必要がなかった

取得できることを知らなかった

収入が減ってしまうため

職場の理解が得にくかった

（取得しにくい雰囲気があった）

その他

■回答者数（ｎ=341）

事務局

県立学校
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３．業務負担について

（1）

《　その他（自由意見）　》

・施設整備の不具合対応。 

・通知表や個別の指導計画など、作成する書類が多いこと。

・学習指導業務以外の仕事（校務分掌業務）。

・計画的に進められていない業務を引き継ぎ、スケジュール管理が非常に厳しい。

・細かな業務が多重に重なり、こなすのに時間がかかる。

・本庁各課からの照会・調査ものの依頼日から締め切りまでの期日が直近過ぎるものがある。

長時間勤務の要因となっている業務について。

　学校に関係する業務のうち、最も回答が多い順から３件を挙げると、「学校の運営に関

わる業務（職員会議、各種委員会等）」、「生徒指導に関わる業務」、「学習指導業務」

なった。

　事務局（本庁、出先機関等）に関する業務としては、「照会・調査もの」、「予算関係業

務」、「議会関係業務」となった。

（回答者数　1,852人／ ３つ以内を選択）

47

32

52

130

134

63

2

139

14

71

21

23

21

154

66

59

26

114

219

283

377

558

531

593

645

694

4.0%

1.9%

2.2%

3.1%

4.9%

5.6%

5.6%

10.2%

11.3%

11.9%

12.1%

13.2%

14.1%

その他

給与関係業務

人事・組織関係業務

議会関係業務

予算関係業務

会計関係

進路指導・就職指導に関わる業務

照会・調査もの

課外活動に関わる業務（部活動等）

外部対応業務（保護者・地域対応等含む）

学習指導業務

生徒指導に関わる業務

学校の運営に関わる業務（職員会議・

各種委員会・施設管理等を含む）

回答者数（ｎ=1,852）

事務局

県立学校
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（2）

《　その他（自由意見）　》

・部活動の見直し、外部委託等。

・教員でなくてもできる業務（清掃、会計、事務処理等）を担う人員の確保。

・前任者の資料の残し方の研修。後任のことを考えた仕事ができるようにする。

・教育庁等で推進している早出・遅出出退勤制度の学校への導入（勤務時間の選択ができる

 　と時間外勤務調整可）。

　最も回答が多い順から３件を挙げると、「人員を増やす」25.8％、「業務の削減や優先順

位付け」20.3％、「調査・照会ものの統合・簡素化」19.3％となった。（回答者数　1,852

人／ ３つ以内を選択）

時間外勤務を減らすために特に効果的と思われる事

161

130

130

48

87

42

98

96

18

1199

971

886

529

306

286

44

27

206

25.8%

20.9%

19.3%

11.0%

7.5%

6.2%

2.7%

2.3%

4.3%

人員を増やす

業務の削減や優先順位付け

調査・照会ものの統合・簡素化

会議の時間短縮・効率化

ICTの活用

所属長、職員の意識改革

議会運営に係るルールの見直し

議会答弁調整の時間短縮・効率化

その他

■回答者数（ｎ=1,852）

事務局

県立学校
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４．キャリア形成について

（1）

・昇任したい

・どちらかというと昇任したいが、無理せず自然体で機会があれば受けたい

・昇任したいが、あきらめている

・どちらかというと昇任したくないが、職場で必要ならば受ける

・昇任したくない

　

昇任の意向について

　「昇任したい」、「どちらかというと昇任したいが無理せず自然体な機会があれば受け

たい」と回答した男性は、県立学校 33.9%、事務局71.2％に対し、女性は県立学校16.5％、

事務局44.5％で、男性と比較し、どちらも女性が低い結果となった。(回答者数　1,670人）

5.8%

10.1%

1.5%

6.5%

19.4%

23.8%

15.0%

19.4%

2.2%

2.4%

2.0%

0.0%

20.8%

19.1%

22.3%

22.6%

51.9%

44.6%

59.1%

51.6%

回 答 者 計

( N = 1 , 3 8 7 )

男 性

( N = 6 7 1 )

女 性

( N = 6 8 5 )

そ の 他

( N = 3 1 )

県立学校

昇進したい

どちらかというと昇進したいが、無理せず自然体で機会があれば受けたい

昇進したいが、あきらめている

どちらかというと昇進したくないが、職場で必要なら受ける

昇進したくない

13.4%

17.9%

5.4%

0.0%

48.8%

53.3%

39.1%

57.1%

0.7%

1.1%

0.0%

0.0%

23.7%

21.7%

28.3%

14.3%

13.4%

6.0%

27.2%

28.6%

回答者計

(n=283)

男性

(n=184)

女性

(n=92)

その他

(n=7)

事務局（本庁・出先機関等）
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（2）昇任したくない理由について　※複数回答可

　県立学校、事務局とも共通して最も多い回答は、「長時間労働の状態化など、仕事と家庭

を両立できる職場環境が改善されないと思うから」、「これ以上、負担や努力をしたくな

いから」、「昇任できる職務経験やスキルが不足しているから」となった。(回答者数

1,145人）

25.6

0.0

27.9

4.7

0.0

16.3

23.3

2.3

20.6 

3.7 

24.5 

8.8 

1.5 

11.3 

22.7 

6.9 

17.8

4.0

26.1

12.6

0.1

12.6

20.7

6.3

19.6 

3.7 

25.2 

10.2 

0.9 

11.9 

21.9 

6.6 

昇任できる職務経験やスキルが不足しているから

採用時の区分や自分の職種では、昇進することができない

（昇進するポストが限られていると思う）から

長時間労働の常態化など、仕事と家庭を両立できる職場環境

が改善されないと思うから

今は家庭を優先し、育児等が落ち着いてから昇進したいから

現在の職務や収入に満足しているから

女性職員の昇任に対してネガティブな雰囲気があるから

これ以上、負担や努力をしたくないから

昇任に伴い労働時間が増えることに家庭の

理解や協力が得られないから

県立学校

回答者計(n=1,038) 男性(n=443) 女性(n=572) その他(n=23)

(%)

22.2 

0.0 

22.2 

11.1 

11.1 

0.0 

33.3 

0.0 

28.0 

3.4 

22.9 

7.6 

2.5 

11.9 

16.9 

6.8 

22.5 

5.4 

24.3 

9.0 

0.0 

11.7 

18.9 

8.1 

25.2 

4.2 

23.5 

8.4 

1.7 

11.3 

18.5 

7.1 

昇任できる職務経験やスキルが不足しているから

採用時の区分や自分の職種では、昇進することができない

（昇進するポストが限られていると思う）から

長時間労働の常態化など、仕事と家庭を両立できる職場環境

が改善されないと思うから

昇任に伴い労働時間が増えることに家庭の理解や協力が得ら

れないから

女性職員の昇任に対してネガティブな雰囲気があるから

現在の職務や収入に満足しているから

これ以上、負担や努力をしたくないから

今は家庭を優先し、育児等が落ち着いてから

昇進したいから

事務局（本庁・出先等）

回答者計(n=107) 男性(n=53) 女性(n=51) その他(n=3)
(%)
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５．ハラスメントについて

（1）

（２）

　過去１年間のうちに受けたと感じたハラスメントについて　※複数回答可

　74.3％の職員が「特にない」と回答した。ハラスメントを受けたと感じだ項目として、最

も多い回答は、「パワーハラスメント」11.7％、「カスタマーハラスメント」10.1％、「セ

クシャルハラスメント」2.6％となった。（回答者数　1,852人）

　62.3％の職員が「特にない」と回答した。ハラスメントに当たり得る言動等が行われた

ことを見聞きした項目として、最も多い回答は、「パワーハラスメント」19.7％、「カスタ

マーハラスメント」23.8％、「セクシャルハラスメント」8.1％となった。（回答者数

1,852人）

　過去１年間のうちに他職員に対してハラスメントに当たり得る言動等が行われたことを見

聞きしたことついて　※複数回答可

23

51

5

1

220

205

147

45

24

1230

10.5%

7.5%

2.3%

1.2%

63.0%

パワーハラスメント

カスタマーハラスメント

セクシュアルハラスメント

マタハラ等（妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメント）

特にない

■回答者数（ｎ=1,852）

事務局

県立学校

54

58

20

5

188

348

167

82

37

1084

19.7%

11.0%

5.0%

2.1%

62.3%

パワーハラスメント

カスタマーハラスメント

セクシュアルハラスメント

マタハラ等（妊娠、出産、育児又は介護に関する

ハラスメント）

特にない

■回答者数（ｎ=1,852）

事務局

県立学校
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